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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　単位質量％で、
　Ｃ：０．１００～０．６００％、
　Ｓｉ：１．００～３．００％、
　Ｍｎ：１．００～５．００％、
　Ｐ：０．０４０％以下、
　Ｓ：０．０５００％以下、
　Ａｌ：０．００１～２．０００％、
　Ｎ：０．０１００％以下、
　Ｏ：０．０１００％以下、
　Ｍｏ：０～１．００％、
　Ｃｒ：０～２．００％、
　Ｎｉ：０～２．００％、
　Ｃｕ：０～２．００％、
　Ｎｂ：０～０．３００％、
　Ｔｉ：０～０．３００％、
　Ｖ：０～０．３００％、
　Ｂ：０～０．１０００％、
　Ｃａ：０～０．０１００％、
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　Ｍｇ：０～０．０１００％、及び
　ＲＥＭ：０～０．０１００％
を含有し、
　残部が鉄及び不純物からなり、
　板厚１／４部におけるミクロ組織が、単位体積％で、焼戻しマルテンサイト：２０～９
０％、ベイナイト：５～７５％、及び残留オーステナイト：５～２５％を含み、且つフェ
ライトが１０％以下に制限され、
　前記板厚１／４部における｛２１１｝＜０１１＞方位の極密度が３．０以上である
ことを特徴とする熱間プレス成形部材。
【請求項２】
　単位質量％で、
　Ｍｏ：０．０１～１．００％、
　Ｃｒ：０．０５～２．００％、
　Ｎｉ：０．０５～２．００％、及び
　Ｃｕ：０．０５～２．００％
からなる群から選択される１種以上を含有する
ことを特徴する請求項１に記載の熱間プレス成形部材。
【請求項３】
　単位質量％で、
　Ｎｂ：０．００５～０．３００％、
　Ｔｉ：０．００５～０．３００％、及び
　Ｖ：０．００５～０．３００％
からなる群から選択される１種以上を含有する
ことを特徴とする請求項１又は２に記載の熱間プレス成形部材。
【請求項４】
　単位質量％で、
　Ｂ：０．０００１～０．１０００％
を含有する
ことを特徴とする請求項１から３のいずれか１項に記載の熱間プレス成形部材。
【請求項５】
　単位質量％で、
　Ｃａ：０．０００５～０．０１００％、
　Ｍｇ：０．０００５～０．０１００％、及び
　ＲＥＭ：０．０００５～０．０１００％
からなる群から選択される１種以上を含有する
ことを特徴とする請求項１から４のいずれか１項に記載の熱間プレス成形部材。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、熱間プレス成形部材に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ドアガード、フロントサイドメンバ、クロスメンバ及びサイドメンバ等の自動車用部材
は、燃費向上のために、軽量化が求められている。軽量化を行うための手段として、材料
の薄肉化が考えられる。しかし、上記自動車用部材には、高強度であることも要求される
。従って、薄肉化しても衝突安全性等が十分に確保されるように、当該部材の材料となる
鋼板については、さらなる高強度化が進められている。具体的には、延性と引張強さとの
積である抗張積、ランクフォード値、及び限界曲げを向上させることが試みられている。
【０００３】
　上に例示された自動車用部材は、熱間プレスによって製造されることが多い。熱間プレ
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ス技術は、鋼板をオーステナイト域の高温まで加熱した後にプレス成形する技術であって
、室温で行う通常のプレス加工に比べて成形荷重が極めて小さい。さらに、熱間プレス技
術では、プレス成形と同時に金型内で焼入れ処理が行われるので、鋼板に高強度を付与す
ることができる。従って、熱間プレス技術は、形状凍結性と強度確保とを両立することの
できる技術として注目されている（例えば、特許文献１参照）。
【０００４】
　しかしながら、鋼板を熱間プレス技術により加工した部材（以下、単に「熱間プレス成
形部材」と称する場合がある）は、優れた強度を有するものの、延性が十分に得られない
場合がある。自動車の衝突時には、自動車用部材に極度の塑性変形が生じることによって
、熱間プレス成形部材の表層部が曲げ変形を激しく受けることがある。熱間プレス成形部
材の延性が不足している場合、この激しい曲げ変形によって熱間プレス成形部材に割れが
生じるおそれがある。つまり、通常の熱間プレス成形部材は、優れた衝突特性を発揮でき
ないおそれがある。
【０００５】
　一方、残留オーステナイトのマルテンサイト変態を利用することにより優れた延性を有
するＴＲＩＰ（Ｔｒａｎｓｆｏｒｍｅｄ　Ｉｎｄｕｃｅｄ　Ｐｌａｓｉｔｉｃｉｔｙ）鋼
も知られている（特許文献２、３参照）。
【０００６】
　一般に、ＴＲＩＰ鋼は、熱処理においてベイナイト変態させることにより、その組織中
に室温でも安定な残留オーステナイトを含ませることができる。但し、高強度化を促進す
ると、ベイナイト変態が遅延するので、残留オーステナイトの生成には長時間を要する。
この場合、生産性が著しく損なわれる。また、ベイナイト生成時の保持時間が不十分な場
合には、不安定な未変態オーステナイトが室温で硬質なマルテンサイトとなるので、部材
の延性及び曲げ性が低下し、ひいては十分な衝突特性が得られないおそれがある。
【０００７】
　ベイナイト変態を促進する技術として、鋼をオーステナイト単相域で焼鈍し、次いでＭ
ｓ点とＭｆ点との間の温度に冷却し、さらに、３５０℃以上４００℃以下に再加熱、保持
する技術が知られている（例えば、非特許文献１参照）。この技術によれば、より短時間
で安定な残留オーステナイトを得ることが可能である。
【０００８】
　従来、ＴＲＩＰ鋼は、その優れた延性を活かして、冷間成形用鋼板とされてきた。但し
、冷間成形によって部材を製造した場合、成形後の部材の残留延性が、部材の衝突特性に
影響を及ぼす。冷間成形時に強加工を受けた部位では残留延性が小さくなってしまい、衝
突時に割れが発生するおそれがある。そこで、近年では、熱間プレス成形法においても、
鋼板に残留オーステナイトを含ませることで、部材の延性を確保する方法が提案されてい
る（例えば、特許文献４から６参照）。
【０００９】
　特許文献４には、熱間プレス成形法において、鋼の（Ｍｓ点－１５０）℃から４０℃ま
での平均冷却速度を５℃／秒以下とすることで、部材に残留オーステナイトを含有させる
技術が開示されている。但し、冷却速度の制御だけでは、延性を大きく改善することがで
きる残留オーステナイト量を確保することが困難であることが判明している。
【００１０】
　特許文献５には、熱間プレス成形法において、鋼を（ベイナイト変態開始温度Ｂｓ－１
００℃）以下Ｍｓ点以上の温度範囲まで冷却した後に、この温度で１０ｓ以上滞在させる
技術が開示されている。但し、この技術では、ベイナイト変態速度が遅く、冷却後に残留
オーステナイトが硬質なマルテンサイトとなる可能性が高い。硬質なマルテンサイトが生
成すると、組織間の硬度差が大きくなり、優れた曲げ性を発揮できないおそれがある。
【００１１】
　特許文献６には、熱間プレス成形法において、鋼を７５０℃以上１０００℃以下の温度
に保持した後、５０℃以上３５０℃以下の第１温度域まで冷却して、一部マルテンサイト
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変態させた後、３５０℃以上４９０℃以下の第２温度域に再加熱してベイナイト変態させ
ることで、安定な残留オーステナイトを得る技術が開示されている。しかしながら、この
技術においても、優れた曲げ性を発揮できないおそれがある。熱間プレス前の鋼板の集合
組織に関し、何ら規定されていないからである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１２】
【特許文献１】日本国特開２００２－１８５３１号公報
【特許文献２】日本国特開平１－２３０７１５号公報
【特許文献３】日本国特開平２－２１７４２５号公報
【特許文献４】日本国特開２０１３－１７４００４号公報
【特許文献５】日本国特開２０１３－１４８４２号公報
【特許文献６】日本国特開２０１１－１８４７５８号公報
【非特許文献】
【００１３】
【非特許文献１】Ｈ．Ｋａｗａｔａ，Ｋ．Ｈａｙａｓｈｉ，Ｎ．Ｓｕｇｉｕｒａ，Ｎ．Ｙ
ｏｓｈｉｎａｇａ　ａｎｄ　Ｍ．Ｔａｋａｈａｓｈｉ：Ｍａｔｅｒｉａｌｓ　Ｓｃｉｅｎ
ｃｅ　Ｆｏｒｕｍ，６３８－６４２（２０１０），ｐ３３０７
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであり、延性及び曲げ性に優れた高強度熱間
プレス成形部材を提供することを目的とする。具体的には、本発明は、抗張積が２６００
０（ＭＰａ・％）以上であるとともに、圧延方向のランクフォード値、及び圧延方向に対
して垂直な方向（以下、単に「圧延直角方向」と称する場合がある）のランクフォード値
がいずれも０．８０以下であり、かつ、圧延方向の限界曲げ及び圧延直角方向の限界曲げ
がいずれも２．０以下である高強度熱間プレス成形部材を提供することを目的とする。以
下、ランクフォード値を単に「ｒ値」と称する場合がある。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　本発明の要旨は以下のとおりである。
【００１６】
　（１）本発明の一態様に係る熱間プレス成形部材は、単位質量％で、Ｃ：０．１００～
０．６００％、Ｓｉ：１．００～３．００％、Ｍｎ：１．００～５．００％、Ｐ：０．０
４０％以下、Ｓ：０．０５００％以下、Ａｌ：０．００１～２．０００％、Ｎ：０．０１
００％以下、Ｏ：０．０１００％以下、Ｍｏ：０～１．００％、Ｃｒ：０～２．００％、
Ｎｉ：０～２．００％、Ｃｕ：０～２．００％Ｎｂ：０～０．３００％、Ｔｉ：０～０．
３００％、Ｖ：０～０．３００％、Ｂ：０～０．１０００％、Ｃａ：０～０．０１００％
、Ｍｇ：０～０．０１００％、及びＲＥＭ：０～０．０１００％を含有し、残部が鉄及び
不純物からなり、板厚１／４部におけるミクロ組織が、単位体積％で、焼戻しマルテンサ
イト：２０～９０％、ベイナイト：５～７５％、及び残留オーステナイト：５～２５％を
含み、且つフェライトが１０％以下に制限され、前記板厚１／４部における｛２１１｝＜
０１１＞方位の極密度が３．０以上である。
（２）上記（１）に記載の熱間プレス成形部材は、単位質量％で、Ｍｏ：０．０１～１．
００％、Ｃｒ：０．０５～２．００％、Ｎｉ：０．０５～２．００％、及びＣｕ：０．０
５～２．００％からなる群から選択される１種以上を含有してもよい。
（３）上記（１）又は（２）に記載の熱間プレス成形部材は、単位質量％で、Ｎｂ：０．
００５～０．３００％、Ｔｉ：０．００５～０．３００％、及びＶ：０．００５～０．３
００％からなる群から選択される１種以上を含有してもよい。
（４）上記（１）～（３）のいずれか一項に記載の熱間プレス成形部材は、単位質量％で
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、Ｂ：０．０００１～０．１０００％を含有してもよい。
（５）上記（１）～（４）のいずれか一項に記載の熱間プレス成形部材は、単位質量％で
、Ｃａ：０．０００５～０．０１００％、Ｍｇ：０．０００５～０．０１００％、及びＲ
ＥＭ：０．０００５～０．０１００％からなる群から選択される１種以上を含有してもよ
い。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明の上記態様に係る高強度熱間プレス成形部材では、鋼の成分と組織とを調整する
にあたり、特に鋼の組織を複合組織とし、かつ、複合組織を構成する各組織の割合につい
て改良を行っている。さらに、本発明の上記態様に係る高強度熱間プレス成形部材では、
鋼の極密度についても好ましく制御されている。これにより、本発明の上記態様に係る高
強度熱間プレス成形部材によれば、上記複合組織中のマルテンサイトによって優れた強度
が得られるだけでなく、オーステナイトによる優れた延性とベイナイトによる優れた曲げ
性とについても、併せて確保することができる。その結果、本発明の上記態様に係る高強
度熱間プレス成形部材では、圧延方向のｒ値及び圧延直角方向のｒ値をいずれも０．８０
以下とし、かつ、圧延方向の限界曲げ及び圧延直角方向の限界曲げをいずれも２．０以下
とすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】ＯＤＦ（φ２＝４５°断面）上の主な結晶方位の位置を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下、本発明に係る高強度熱間プレス成形部材の実施形態を詳細に説明する。なお、以
下に示す実施形態は、本発明を限定するものではない。また、当該実施形態の構成要素に
は、当業者が置換可能かつ容易なもの、或いは実質的に同一のものが含まれる。さらに、
下記の実施の形態に含まれる各種形態は、当業者が自明の範囲内で任意に組み合わせるこ
とができる。
【００２０】
　本実施形態に係る部材において、「部材の板厚１／４部」とは、部材の圧延面から部材
の板厚の約１／８の深さの面と約３／８の深さの面との間の領域を意味する。部材の圧延
面とは、部材の材料である熱間プレス用素板（冷延鋼板または焼鈍鋼板）の圧延面である
。「熱間プレス用素板の板厚１／４部」とは、熱間プレス用素板の圧延面から熱間プレス
用素板の板厚の約１／８の深さの面と約３／８の深さの面との間の領域を意味する。なお
、本実施形態に係る部材の厚さは一様ではなく、加工を受けた領域では板厚が増減してい
る。部材の、加工を受けた領域の板厚１／４部は、加工を受ける前の熱間プレス用素板の
板厚１／４部に対応する領域であり、断面形状に基づいて特定可能である。
【００２１】
　本発明者らは、上記目的を達成すべく鋭意検討を重ねた結果、熱間プレス成形部材の延
性及び曲げ性を改善するには、所定成分の鋼の組織を、焼戻しマルテンサイトと、残留オ
ーステナイトと、ベイナイトとを含む複合組織とし、さらに、これら各組織の割合を適宜
設定することが重要である、との知見を得た。より具体的には、本発明者らは、熱間プレ
ス成形において、所定成分の鋼板を高温にて成形し、一時冷却後に再加熱して保持するプ
ロセスを経ることで、上記複合組織中のマルテンサイトによって優れた強度が得られるだ
けでなく、オーステナイトによる優れた延性とベイナイトによる優れた曲げ性とについて
も、併せて確保され、その結果、圧延方向のランクフォード値（ｒ値）及び圧延直角方向
のｒ値をいずれも０．８０以下とし、かつ、圧延方向の限界曲げ及び圧延直角方向の限界
曲げをいずれも２．０以下とすることができる、との知見を得た。
【００２２】
　ランクフォード値（ｒ値）とは、ＪＩＳＺ２２５４に規定された、板状引張試験片に単
軸引張応力を加えることによって生じた、試験片の幅方向真ひずみεｂと厚さ方向真ひず
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みεａとの比εｂ／εａである。圧延方向のｒ値とは、圧延方向に平行な方向に単軸引張
応力を加えることにより求められるｒ値であり、圧延直角方向のｒ値とは、圧延方向に垂
直な方向に単軸引張応力を加えることにより求められるｒ値である。
【００２３】
　＜高強度熱間プレス成形部材＞
　以下、本実施形態に係る高強度熱間プレス成形部材の実施形態を詳細に説明する。
【００２４】
［成分］
　まず、本実施形態に係る高強度熱間プレス成形部材（以下、部材と称する場合がある）
の、成分の限定理由について説明する。なお、本明細書において、化学成分の単位「％」
は「質量％」を意味する。
【００２５】
　（Ｃ：０．１００～０．６００％）
　炭素（Ｃ）は、部材の強度を上昇させ、かつ、所定量以上の残留オーステナイトを確保
するために必須の元素である。Ｃ含有量が０．１００％未満であると、部材の引張強さ及
び延性を確保することが難しくなる。一方、Ｃ含有量が０．６００％を超えると、部材の
スポット溶接性の確保が困難となり、さらに部材の延性が低下するおそれもある。以上の
理由により、Ｃ含有量は０．１００～０．６００％とする。なお、Ｃ含有量の下限値は、
好ましくは０．１５０％、０．１８０％、または０．２００％である。Ｃ含有量の上限値
は、好ましくは０．５００％、０．４８０％、または０．４５０％である。
【００２６】
　（Ｓｉ：１．００～３．００％）
　珪素（Ｓｉ）は、強化元素であり、部材の強度を上昇させることに有効である。また、
Ｓｉはマルテンサイト中におけるセメンタイトの析出及び粗大化を抑制し、これにより部
材の高強度化及び曲げ性の向上に寄与する。さらに、Ｓｉは、オーステナイト中のＣ濃度
を高めて、所定量以上の残留オーステナイトの確保に寄与し、ひいては、部材を一時冷却
した後の再加熱保持時のセメンタイトの析出の抑制に寄与する元素である。
【００２７】
　Ｓｉ含有量が１．００％未満では、上述の効果（鋼の高強度化及びセメンタイト析出の
抑制等）が十分に得られない。一方、Ｓｉ含有量が３．００％を超えると、部材の加工性
が低下する。以上の理由により、Ｓｉ含有量は１．００～３．００％とする。なお、Ｓｉ
含有量の下限値は、好ましくは１．１０％、１．２０％、または１．３０％である。Ｓｉ
含有量の上限値は、好ましくは２．５０％、２．４０％、または２．３０％である。
【００２８】
　（Ｍｎ：１．００～５．００％）
　マンガン（Ｍｎ）は、強化元素であり、部材の強度を上昇させることに有効である。Ｍ
ｎ含有量が１．００％未満では、部材の冷却時に、フェライト、パーライト及びセメンタ
イトが生成してしまい、部材の強度を高めることが困難となる。一方、Ｍｎ含有量が５．
００％を超えると、ＭｎとＰ及びＳとの共偏析が生じやすくなり、部材の加工性が著しく
低下する。以上の理由により、Ｍｎ含有量は１．００～５．００％とする。なお、Ｍｎ含
有量の下限値は、好ましくは１．８０％、２．００％、または２．２０％である。Ｍｎ含
有量の上限値は、好ましくは４．５０％、４．００％、または３．５０％である。
【００２９】
　（Ｐ：０．０４０％以下）
　りん（Ｐ）は、部材を構成する鋼板の板厚中央部（圧延面から部材の板厚の約３／８の
深さの面と約５／８の深さの面との間の領域）に偏析する傾向があり、部材を溶接する際
に形成される溶接部を脆化させる元素である。Ｐ含有量が０．０４０％を超えると溶接部
の脆化が顕著になるので、Ｐ含有量は０．０４０％以下とする。なお、Ｐ含有量の好まし
い上限値は、０．０１０％、０．００９％、または０．００８％である。また、Ｐ含有量
の下限値を特に定める必要は無いので、Ｐ含有量の下限値を０％としてもよい。しかし、
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Ｐ含有量を０．０００１％未満とすることは経済的に不利であるので、Ｐ含有量の下限値
は０．０００１％としてもよい。
【００３０】
　（Ｓ：０．０５００％以下）
　硫黄（Ｓ）は、部材の溶接性と、部材を構成する鋼板の鋳造時及び熱延時の製造性とに
悪影響を及ぼす元素である。また、Ｓは、粗大なＭｎＳを形成して、部材の曲げ性及び穴
拡げ性等を阻害する元素である。Ｓ含有量が０．０５００％を超えると、上記の悪影響及
び阻害が顕著になるので、Ｓ含有量は０．０５００％以下とする。なお、Ｓ含有量の好ま
しい上限値は、０．０１００％、０．００８０％、または０．００５０％である。また、
Ｓの下限値を特に定める必要は無いので、Ｓ含有量の下限値を０％としてもよい。しかし
、Ｓ含有量を０．０００１％未満とすることは経済的に不利であるので、Ｓ含有量の下限
値は、０．０００１％としてもよい。
【００３１】
　（Ａｌ：０．００１～２．０００％）
　アルミニウム（Ａｌ）は、Ｓｉと同様に、セメンタイトの析出及び粗大化等の抑制に有
効な元素である。また、Ａｌは、脱酸剤としても活用可能な元素である。Ａｌ含有量が０
．００１％未満では、上述の効果が発現しない。一方、Ａｌ含有量が２．０００％を超え
ると、Ａｌ系の粗大介在物の個数が増大して、鋼板の曲げ性劣化の原因、及び鋼板の表面
に傷が発生する原因となる。以上の理由により、Ａｌ含有量は０．００１～２．０００％
とする。なお、Ａｌ含有量の下限値は、好ましくは、０．０１０％、０．０２０％、また
は０．０３０％である。Ａｌ含有量の上限値は、好ましくは１．５００％、１．２００％
、１．０００％、０．２５０％、又は０．０５０％である。
【００３２】
　（Ｎ：０．０１００％以下）
　窒素（Ｎ）は、粗大な窒化物を形成し、部材の曲げ性及び穴拡げ性を低下させる元素で
ある。さらにＮは、部材溶接時のブローホール発生の原因となる元素である。Ｎ含有量が
０．０１００％を超えると、部材の曲げ性及び穴拡げ性の低下が顕著となるだけでなく、
部材の溶接時に多数のブローホールが発生するので、Ｎの含有量は０．０１００％以下と
する。なお、Ｎ含有量の好ましい上限値は０．００７０％、０．００５０％、または０．
００３０％である。また、Ｎ含有量の下限値は、特に定める必要が無いので、０％として
もよい。しかし、Ｎ含有量を０．０００５％未満とすることは、製造コストの大幅な増加
を招くので、Ｎ含有量の下限値を０．０００５％としてもよい。
【００３３】
　（Ｏ：０．０１００％以下）
　酸素（Ｏ）は、酸化物を形成し、部材の破断伸び、曲げ性、及び穴拡げ性等を低下させ
る元素である。特に、酸化物が部材の打抜き端面又は切断面に介在物として存在すると、
酸化物が切欠き状の傷及び粗大なディンプル等を形成して、穴拡げ時及び強加工時等に応
力集中を招いて亀裂を発生させ、穴拡げ性及び／又は曲げ性を大幅に低下させる。
【００３４】
　Ｏ含有量が０．０１００％を超えると、破断伸び、曲げ性及穴拡げ性等の低下が顕著と
なるので、Ｏ含有量は０．０１００％以下とする。なお、Ｏ含有量の好ましい上限値は０
．００５０％、０．００４０％、または０．００３０％である。また、Ｏ含有量の下限値
は特に定める必要は無いので、０％としてもよい。しかし、Ｏ含有量を０．０００１％未
満とすることは、過度のコスト高を招き、経済的に好ましくないので、Ｏ含有量の下限値
を０．０００１％としてもよい。
【００３５】
　また、本実施形態に係る高強度熱間プレス成形部材は、上記成分に加え、Ｍｏ：０．０
１～１．００％、Ｃｒ：０．０５～２．００％、Ｎｉ：０．０５～２．００％、及びＣｕ
：０．０５～２．００％からなる群から選択される１種以上を含有してもよい。ただし、
これら元素は必須成分ではない。これら元素が含有されない場合でも本実施形態に係る部
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材は課題を解決することができるので、これら元素の含有量の下限値は０％である。
【００３６】
　（Ｍｏ：０～１．００％）
　モリブデン（Ｍｏ）は、強化元素であり、部材を構成する鋼板の焼入れ性向上に寄与す
る元素である。この効果を得るために、Ｍｏ含有量の下限値を０．０１％としてもよい。
一方、Ｍｏ含有量が１．００％を超えると、鋼板の製造時及び熱延時の製造性が阻害され
る場合がある。以上の理由により、Ｍｏ含有量は０．０１％以上１．００％以下とするこ
とが好ましい。なお、Ｍｏ含有量のさらに好ましい下限値は０．０５％、０．１０％、ま
たは０．１５％である。Ｍｏ含有量のさらに好ましい上限値は０．６０％、０．５０％、
または０．４０％である。
【００３７】
　（Ｃｒ：０～２．００％）
　クロム（Ｃｒ）は、強化元素であり、部材を構成する鋼板の焼入れ性向上に寄与する元
素である。この効果を得るために、Ｃｒ含有量の下限値を０．０５％としてもよい。一方
、Ｃｒ含有量が２．００％を超えると、鋼板の製造時及び熱延時の製造性が阻害される場
合がある。以上の理由により、Ｃｒ含有量は０．０５％以上２．００％以下とすることが
好ましい。なお、Ｃｒ含有量のさらに好ましい下限値は０．１０％、０．１５％、または
０．２０％である。Ｃｒ含有量のさらに好ましい上限値は１．８０％、１．６０％、また
は１．４０％である。
【００３８】
　（Ｎｉ：０～２．００％）
　ニッケル（Ｎｉ）は、強化元素であり、部材を構成する鋼板の焼入れ性向上に寄与する
元素である。また、Ｎｉは、鋼板の濡れ性の向上及び合金化反応の促進に寄与する元素で
ある。これら効果を得るために、Ｎｉ含有量の下限値を０．０５％としてもよい。一方、
Ｎｉ含有量が２．００％を超えると、鋼板の製造時及び熱延時の製造性が阻害される場合
がある。以上の理由により、Ｎｉ含有量は０．０５％以上２．００％以下とすることが好
ましい。なお、Ｎｉ含有量のさらに好ましい下限値は０．１０％、０．１５％、または０
．２０％である。Ｎｉ含有量のさらに好ましい上限値は１．８０％、１．６０％、または
１．４０％である。
【００３９】
　（Ｃｕ：０～２．００％）
　銅（Ｃｕ）は、強化元素であり、部材を構成する鋼板の焼入れ性向上に寄与する元素で
ある。また、Ｃｕは、鋼板の濡れ性の向上及び合金化反応の促進に寄与する元素である。
これら効果を得るために、Ｃｕ含有量の下限値を０．０５％としてもよい。一方、Ｃｕ含
有量が２．００％を超えると、鋼板の製造時及び熱延時の製造性が阻害される場合がある
。以上の理由により、Ｃｕ含有量は０．０５％以上２．００％とすることが好ましい。な
お、Ｃｕ含有量のさらに好ましい下限値は、０．１０％、０．１５％、または０．２０％
である。Ｃｕ含有量のさらに好ましい上限値は１．８０％、１．６０％、または１．４０
％である。
【００４０】
　さらに、本実施形態に係る高強度熱間プレス成形部材は、上記成分に加え、Ｎｂ：０．
００５～０．３００％、Ｔｉ：０．００５～０．３００％及びＶ：０．００５～０．３０
０％の少なくとも１種を含有してもよい。ただし、これら元素は必須成分ではない。これ
ら元素が含有されない場合でも本実施形態に係る部材は課題を解決することができるので
、これら元素の含有量の下限値は０％である。
【００４１】
　（Ｎｂ：０～０．３００％）
　ニオブ（Ｎｂ）は、強化元素であり、析出物強化、フェライト結晶粒の成長抑制による
細粒強化、及び再結晶の抑制による転位強化により、部材の強度上昇に寄与する元素であ
る。これら効果を得るために、Ｎｂ含有量の下限値を０．００５％としてもよい。一方、
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Ｎｂ含有量が０．３００％を超えると、炭窒化物が過剰に析出して部材の成形性が低下す
る場合がある。以上の理由により、Ｎｂの含有量は０．００５％以上０．３００％以下と
することが好ましい。なお、Ｎｂ含有量のさらに好ましい下限値は、０．００８％、０．
０１０％、または０．０１２％である。Ｎｂ含有量のさらに好ましい上限値は０．１００
％、０．０８０％、または０．０６０％である。
【００４２】
　（Ｔｉ：０～０．３００％）
　チタン（Ｔｉ）は、強化元素であり、析出物強化、フェライト結晶粒の成長抑制による
細粒強化、及び再結晶の抑制による転位強化により、部材の強度上昇に寄与する元素であ
る。これら効果を得るために、Ｔｉ含有量の下限値を０．００５％としてもよい。一方、
Ｔｉ含有量が０．３００％を超えると、炭窒化物が過剰に析出して部材の成形性を低下さ
せる場合がある。以上の理由により、Ｔｉ含有量は０．００５％以上０．３００％以下と
することが好ましい。なお、Ｔｉ含有量のさらに好ましい下限値は、０．０１０％、０．
０１５％、または０．０２０％である。Ｔｉ含有量のさらに好ましい上限値は０．２００
％、０．１５０％、または０．１００％である。
【００４３】
　（Ｖ：０～０．３００％）
　バナジウム（Ｖ）は、強化元素であり、析出物強化、フェライト結晶粒の成長抑制によ
る細粒強化、及び再結晶の抑制による転位強化により、部材の強度上昇に寄与する元素で
ある。これら効果を得るために、Ｖ含有量の下限値を０．００５％としてもよい。一方、
Ｖ含有量が０．３００％を超えると、炭窒化物が過剰に析出して部材の成形性を低下させ
る場合がある。以上の理由により、Ｖ含有量は０．００５％以上０．３００％以下とする
ことが好ましい。なお、Ｖ含有量のさらに好ましい下限値は０．０１０％、０．０１５％
、または０．０２０％である。Ｖ含有量のさらに好ましい上限値は０．２００％、０．１
５０％、または０．１００％である。
【００４４】
　さらにまた、本実施形態に係る高強度熱間プレス成形部材は、上記成分に加え、Ｂ：０
．０００１～０．１０００％を含有してもよい。ただし、Ｂは必須成分ではない。Ｂが含
有されない場合でも本実施形態に係る部材は課題を解決することができるので、Ｂ含有量
の下限値は０％である。
【００４５】
　（Ｂ：０～０．１０００％）
　ホウ素（Ｂ）は、粒界の強度の改善及び鋼の高強度化等に有効な元素である。これら効
果を得るために、Ｂ含有量の下限値を０．０００１％としてもよい。一方、Ｂ含有量が０
．１０００％を超えると、上述の効果が飽和するばかりでなく、鋼板の熱延時の製造性が
阻害される場合がある。以上の理由により、Ｂ含有量は０．０００１％以上０．１０００
％以下とすることが好ましい。なお、Ｂ含有量のさらに好ましい下限値は０．０００３％
、０．０００５％、または０．０００７％である。Ｂ含有量のさらに好ましい上限値は０
．０１００％、０．００８０％、または０．００６０％である。
【００４６】
　加えて、本実施形態に係る高強度熱間プレス成形部材は、上記成分に加え、Ｃａ：０．
０００５～０．０１００％、Ｍｇ：０．０００５～０．０１００％、及びＲＥＭ：０．０
００５～０．０１００％の少なくとも１種を含有してもよい。ただし、これら元素は必須
成分ではない。これら元素が含有されない場合でも本実施形態に係る部材は課題を解決す
ることができるので、これら元素の含有量の下限値は０％である。
【００４７】
　（Ｃａ：０～０．０１００％）
　（Ｍｇ：０～０．０１００％）
　（ＲＥＭ：０～０．０１００％）
　Ｃａ、Ｍｇ、及びＲＥＭ（Ｒａｒｅ　Ｅａｒｔｈ　Ｍｅｔａｌ）は、鋼板の脱酸に有効
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な元素である。この効果を得るために、０．０００５％以上のＣａ、０．０００５％以上
のＭｇ、及び０．０００５％以上のＲＥＭからなる群から選択される一種以上が部材に含
有されても良い。一方、Ｃａ、Ｍｇ、及びＲＥＭそれぞれの含有量が０．０１００％を超
えると、部材の加工性が阻害される。以上の理由により、Ｃａ、Ｍｇ、及びＲＥＭの含有
量は、それぞれ、０．０００５％以上０．０１００％以下であることが好ましい。なお、
Ｃａ含有量、Ｍｇ含有量、及びＲＥＭ含有量それぞれのさらに好ましい下限値は、０．０
０１０％、０．００２０％、または０．００３０％である。Ｃａ含有量、Ｍｇ含有量、及
びＲＥＭ含有量それぞれのさらに好ましい上限値は、０．００９０％、０．００８０％、
または０．００７０％である。また、Ｃａ、Ｍｇ、及びＲＥＭからなる群から選択される
２種類以上が部材に含有される場合には、Ｃａ、Ｍｇ、及びＲＥＭの合計含有量が０．０
０１０％以上０．０２５０％以下であることが好ましい。
【００４８】
　なお、「ＲＥＭ」との用語は、Ｓｃ、Ｙおよびランタノイドからなる合計１７元素を指
し、上記「ＲＥＭの含有量」とは、これらの１７元素の合計含有量を意味する。ＲＥＭは
、ミッシュメタル（複数の希土類元素が含まれた合金）の形態で添加することができる。
ミッシュメタルは、ＬａやＣｅの他、ランタノイド系列の元素を含有する場合がある。本
実施形態に係る高強度熱間プレス成形部材は、不純物として、Ｌａ及びＣｅ以外のランタ
ノイド系列の元素を含有してもよい。また、本実施形態に係る高強度熱間プレス成形部材
は、当該部材の各種特性（特に、延性及び曲げ性）を阻害しない範囲で、ＬａやＣｅを含
有することができる。
【００４９】
　（残部：鉄及び不純物）
　本実施形態に係る部材の化学成分の残部は、鉄及び不純物を含む。不純物とは、部材の
原材料に含まれる成分、或いは部材の製造の過程で混入される成分であって、部材の諸特
性に影響を及ぼさない成分をいう。具体的には、Ｐ、Ｓ、Ｏ、Ｓｂ、Ｓｎ、Ｗ、Ｃｏ、Ａ
ｓ、Ｐｂ、Ｂｉ及びＨ等が不純物として挙げられる。これらのうち、Ｐ、Ｓ及びＯは、上
述のとおり制御する必要がある。また、通常の製造方法によれば、Ｓｂ、Ｓｎ、Ｗ、Ｃｏ
、及びＡｓは０．１％以下、Ｐｂ及びＢｉは０．０１０％以下、Ｈは０．０００５％以下
の範囲内で不純物として鋼材に混入し得るが、この範囲内であれば、特にこれら元素の含
有量を制御する必要はない。
【００５０】
　また、本実施形態の高強度冷延鋼板の成分である、Ｓｉ、Ａｌ、Ｃｒ、Ｍｏ、Ｖ、Ｃａ
も、意図せず不純物として混入することがあり得る。しかしながら、これら成分は、上述
した範囲内であれば、本実施形態に係る高強度熱間プレス成形部材の諸特性に悪影響を与
えるものではない。さらに、Ｎは、一般に、鋼板において不純物として扱われることがあ
るが、本実施形態形態に係る部材では、上述の範囲に制御することが好ましい。
【００５１】
　［ミクロ組織］
　次に、本実施形態に係る高強度熱間プレス成形部材の、ミクロ組織の限定理由について
説明する。なお、本明細書において、各組織の割合の単位「％」は「体積分率（体積％）
」を意味する。また、本実施形態に係る部材のミクロ組織は、部材の１／４部において規
定される。圧延面と中心面との間に位置する１／４部は、部材の典型的な構成を有するか
らである。本明細書において、特に断りが無い限り、ミクロ組織に関する記載は１／４部
におけるミクロ組織に関する。また、本実施形態に係る部材は、加工を受けている箇所と
受けていない箇所とを有するが、両者のミクロ組織は略同一である。
【００５２】
　（焼戻しマルテンサイト：２０～９０％）
　焼戻しマルテンサイトは、鋼を強化する組織であって、本実施形態に係る部材の強度を
確保するために含ませる組織である。焼戻しマルテンサイトの体積分率が２０％未満では
、部材の強度が不足する。一方、焼戻しマルテンサイトの体積分率が９０％を超えると、
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部材の延性及び曲げ性の確保のために必要なベイナイト及びオーステナイトが不足する。
以上の理由により、焼戻しマルテンサイトの体積分率は、２０％以上９０％以下とする。
なお、焼戻しマルテンサイトの体積分率の好ましい下限値は２５％、３０％、または３５
％である。焼戻しマルテンサイトの体積分率の好ましい上限値は８５％、８０％、または
７５％である。
【００５３】
　（ベイナイト：５～７５％）
　ベイナイトは、部材の曲げ性を向上させるために重要な組織である。通常、部材が硬質
なマルテンサイトと延性に優れる残留オーステナイトとからなる組織を有する場合、マル
テンサイトと残留オーステナイトとの硬度差に起因して、部材の変形時にマルテンサイト
への応力集中が生ずる。この応力集中により、マルテンサイトと残留オーステナイトとの
界面にボイドが形成され、その結果、部材の曲げ性が低下するおそれがある。しかしなが
ら、部材がマルテンサイト及び残留オーステナイトに加えてベイナイトを含む組織を有す
る場合には、ベイナイトが組織間硬度差を小さくし、これにより、マルテンサイトへの応
力集中が緩和されて、部材の曲げ性が向上する。
【００５４】
　ベイナイトの体積分率が５％未満では、マルテンサイトへの応力集中が十分に緩和され
ず、優れた曲げ性の確保が実現できない。一方、ベイナイトの体積分率が７５％を超える
と、部材の強度及び延性の確保に必要なマルテンサイト及び残留オーステナイトが不足す
る。以上の理由により、ベイナイトの体積分率は、５％以上７５％以下とする。なお、ベ
イナイトの体積分率の好ましい下限値は１０％、１５％、または２０％である。ベイナイ
トの体積分率の好ましい上限値は７０％、６５％、または６０％である。
【００５５】
　（残留オーステナイト：５～２５％）
　残留オーステナイトは、部材の延性を確保するために重要な組織である。残留オーステ
ナイトは、鋼板のプレス成形時にマルテンサイトへと変態することで、優れた加工硬化及
び高い均一伸びを鋼板にもたらす。残留オーステナイトの体積分率が５％未満では均一伸
びが十分に得られず、優れた成形性の確保が難しい。一方、残留オーステナイトの体積分
率が２５％を超えると、鋼板の強度及び穴拡げ性の確保に必要なマルテンサイトとベイナ
イトとが不足する。以上の理由により、残留オーステナイトの体積分率は、５％以上２５
％以下とする。なお、残留オーステナイトの体積分率の好ましい下限値は７％、１０％、
または１２％である。残留オーステナイトの体積分率の好ましい上限値は２２％、２０％
、または１８％である。
【００５６】
　（フェライト：０～１０％）
　フェライトは、軟質な組織であるため、その体積分率はできる限り少ないことが好まし
い。従って、フェライトの体積分率の下限値は０％である。フェライトの体積分率が１０
％を超えると、鋼板の強度を確保することが困難となる。従って、フェライトの体積分率
は１０％以下に制限される。なお、フェライトの体積分率の好ましい上限値は８％、５％
、または３％である。
【００５７】
　なお、焼戻しマルテンサイト、ベイナイト、残留オーステナイト、及びフェライトにつ
いての、同定、存在位置の確認、及び体積分率の測定は、ナイタール試薬及びレペラ液、
並びに、ピクリン酸、エタノール、チオ硫酸ナトリウム、クエン酸、及び硝酸の混合溶液
からなるエッチング液（前処理液）、及び硝酸とエタノールとの混合溶液からなるエッチ
ング液（後処理液）を用いて、鋼板の圧延方向に平行かつ圧延面に垂直な断面又は鋼板の
圧延方向及び圧延面に垂直な断面を腐食し、腐食後の断面を１０００倍の光学顕微鏡及び
１０００～１０００００倍の走査型電子顕微鏡及び透過型電子顕微鏡を用いて観察するこ
とで行うことができる。
【００５８】
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　焼戻しマルテンサイトの同定については、走査型電子顕微鏡及び透過型電子顕微鏡によ
り断面の観察を行い、炭化物の内部にＦｅを多く含有する炭化物（Ｆｅ系炭化物）を含む
マルテンサイトを焼戻しマルテンサイトとみなし、当該炭化物を含まないマルテンサイト
を焼戻されていない通常のマルテンサイト（フレッシュマルテンサイト）とみなした。Ｆ
ｅを多く含有する炭化物としては、様々な結晶構造の炭化物があるが、どのような結晶構
造のＦｅ系炭化物を含むマルテンサイトであっても、本実施形態における焼戻しマルテン
サイトに該当するものとする。また、本実施形態における焼戻しマルテンサイトには、熱
処理条件に起因して、複数種のＦｅ系炭化物が混在するものも含まれる。
【００５９】
　また、焼戻しマルテンサイト、ベイナイト、残留オーステナイト、及びフェライトの同
定については、電界放射型走査型電子顕微鏡（ＦＥ－ＳＥＭ：Ｆｉｅｌｄ　Ｅｍｉｓｓｉ
ｏｎ　Ｓｃａｎｎｉｎｇ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎ　Ｍｉｃｒｏｓｃｏｐｅ）に付属のＥＢＳＤ
：Ｅｌｅｃｔｒｏｎ　Ｂａｃｋ－Ｓｃａｔｔｅｒ　Ｄｉｆｆｒａｃｔｉｏｎを用いた結晶
方位解析法（ＦＥ－ＳＥＭ－ＥＢＳＤ法）による結晶方位の解析や、マイクロビッカース
硬度測定等の微小領域の硬度測定によっても可能である。
【００６０】
　例えば、金属組織中の残留オーステナイトの体積分率（％）の確認に際しては、部材の
圧延面に平行である、板厚の約１／４の深さ位置の面（部材の圧延面から部材の厚さの約
１／４の深さの面）を観察面としてＸ線解析を行ってもよい。これにより得られる残留オ
ーステナイトの面積分率を、残留オーステナイトの体積分率とする。
【００６１】
　これに対し、金属組織中のベイナイト、焼戻しマルテンサイト、及びフェライトの体積
分率（％）の確認に際しては、まず鋼板の圧延方向に平行かつ圧延面に垂直な断面（観察
面）を、研磨し、ナイタール液でエッチングする。次いで、エッチングされた断面におけ
る板厚１／４部を、ＦＥ－ＳＥＭで観察することにより、各組織の面積分率を測定する。
この場合に得られる面積分率は、体積分率と実質的に等しい値となるので、この面積分率
を体積分率とみなす。
【００６２】
　なお、ＦＥ－ＳＥＭでの観察においては、例えば、一辺が３０μｍの正方形の観察面に
おける各組織を、次のように区別、認識することができる。即ち、焼戻しマルテンサイト
は、ラス状（特定の優先成長方向を有する板状）の結晶粒の集合であって、結晶粒の内部
に上述された長径２０ｎｍ以上の鉄系炭化物を含み、当該炭化物が複数のバリアント（即
ち、異なる方向）に伸長した複数の鉄系炭化物群に属する組織と認識できる。ベイナイト
は、ラス状の結晶粒の集合であり、結晶粒の内部に長径２０ｎｍ以上の鉄系炭化物を含ま
ないもの、或いは、結晶粒の内部に長径２０ｎｍ以上の鉄系炭化物を含むが、その炭化物
が単一のバリアント（同一方向）に伸張した鉄系炭化物群に属する組織と認識できる。こ
こで、同一方向に伸長した鉄系炭化物群とは、鉄系炭化物群の伸長方向の差異が５°以内
であるものを意味する。フェライトは、塊状の結晶粒であって、結晶粒の内部に、長径１
００ｎｍ以上の鉄系炭化物を含まない組織と認識できる。
【００６３】
　なお、ＦＥ－ＳＥＭを用いてラス状結晶粒の内部の鉄系炭化物を観察し、その伸長方向
を調べることにより、焼戻しマルテンサイトとベイナイトとを容易に区別することができ
る。
【００６４】
［板厚１／４部での｛２１１｝＜０１１＞方位の極密度］
　次に、本実施形態に係る高強度熱間プレス成形部材の、極密度の限定理由について説明
する。なお本実施形態に係る部材の極密度は、部材の典型的な構成を有する、部材の１／
４部において規定される。本明細書において、特に断りが無い限り、極密度に関する記載
は１／４部における極密度に関する。また、本実施形態に係る部材は、加工を受けている
箇所と受けていない箇所とを有するが、両者における極密度は略同一である。
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【００６５】
　熱間プレス部材の板厚１／４部での｛２１１｝＜０１１＞方位の極密度が３．０未満で
ある場合、圧延方向のｒ値、及び圧延直角方向のｒ値をいずれも０．８０以下にすること
ができないので、曲げ性が劣化する。したがって、板厚１／４部での｛２１１｝＜０１１
＞方位の極密度は３．０以上とする。板厚１／４部での｛２１１｝＜０１１＞方位の極密
度の下限値は、好ましくは４．０、または５．０である。板厚１／４部での｛２１１｝＜
０１１＞方位の極密度の上限値は特に規定されない。しかし、板厚１／４部での｛２１１
｝＜０１１＞方位の極密度が１５．０を超える場合、部材の加工性が低下する場合がある
ので、板厚１／４部での｛２１１｝＜０１１＞方位の極密度を１５．０以下、または１２
．０以下にしてもよい。
【００６６】
　極密度とは、特定の方位への集積を持たない標準試料に対する、試験片の特定方位への
集積度の比である。本実施形態に係る部材の板厚１／４部での｛２１１｝＜０１１＞方位
の極密度は、ＥＢＳＤ（電子後方散乱パターン：Ｅｌｅｃｔｒｏｎ　Ｂａｃｋ　Ｓｃａｔ
ｔｅｒｉｎｇ　Ｄｉｆｆｒａｃｔｉｏｎ　ｐａｔｔｅｒｎ）法で測定される。
【００６７】
　ＥＢＳＤを用いた極密度の測定は以下のとおり行う。部材の圧延方向に平行かつ圧延面
に垂直な断面を観察面とする。観察面における、部材の表面から板厚ｔの１／４深さの線
を中心とする、圧延方向に１０００μｍかつ圧延面法線方向に１００μｍの矩形領域に対
して、１μｍの測定間隔でＥＢＳＤ解析を実施して、この矩形領域の結晶方位情報を取得
する。ＥＢＳＤ解析は、サーマル電界放射型走査電子顕微鏡（例えばＪＥＯＬ製ＪＳＭ－
７００１Ｆ）とＥＢＳＤ検出器（例えばＴＳＬ製ＨＩＫＡＲＩ検出器）とから構成された
装置を用いて、２００～３００点／秒の解析速度で実施する。この矩形領域の結晶方位情
報から、ＥＢＳＤ解析ソフトウェア「ＯＩＭ　Ａｎａｌｙｓｉｓ」（登録商標）を用いて
、この矩形領域のＯＤＦ（Ｏｒｉｅｎｔａｔｉｏｎ　Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｉｏｎ　Ｆｕｎ
ｃｔｉｏｎ）を算出する。これにより、各結晶方位の極密度ができるので、部材の板厚１
／４部での｛２１１｝＜０１１＞方位の極密度を求めることができる。
　図１は、ＯＤＦ（φ２＝４５°断面）上の主な結晶方位の位置を示す図である。通常、
圧延面に垂直な結晶方位を（ｈｋｌ）又は｛ｈｋｌ｝との表記で表示し、圧延方向に平行
な結晶方位を［ｕｖｗ］又は＜ｕｖｗ＞との表記で表示する。｛ｈｋｌ｝及び＜ｕｖｗ＞
は、等価な面及び方位の総称であり、（ｈｋｌ）及び［ｕｖｗ］は個々の結晶面を示す。
【００６８】
　本実施形態の部材の結晶構造は、主に体心立方構造（ｂｃｃ構造）である。そのため、
たとえば、（１１１）、（－１１１）、（１－１１）、（１１－１）、（－１－１１）、
（－１１－１）、（１－１－１）、（－１－１－１）は実質的に等価であり、区別がつか
ない。本実施形態では、これらの方位を総称して｛１１１｝と表示する。
【００６９】
　なお、ＯＤＦは、対称性が低い結晶構造の結晶方位の表示にも用いられる。一般に、φ
１＝０～３６０°、Φ＝０～１８０°、φ２＝０～３６０°で表示され、個々の結晶方位
が（ｈｋｌ）［ｕｖｗ］で表示される。しかしながら、本実施形態の熱延鋼板の結晶構造
は、対称性の高い体心立方構造である。したがって、Φとφ２とは０～９０°で表示でき
る。
【００７０】
　φ１は、計算を行う際、変形による対称性を考慮するか否かで変化する。本実施形態に
おいては、対称性（ｏｒｔｈｏｔｒｏｐｉｃ）を考慮した計算を実施し、φ１＝０～９０
°で表示する。すなわち、本実施形態による部材の極密度の測定では、φ１＝０～３６０
°での同一方位の平均値を、０～９０°のＯＤＦ上に表示する方式を選択する。この場合
、（ｈｋｌ）［ｕｖｗ］と｛ｈｋｌ｝＜ｕｖｗ＞とは同義である。したがって、図１に示
す、φ２＝４５°断面におけるＯＤＦの（１１２）［１－１０］方位（φ１＝０°、Φ＝
３５°）の極密度は、｛２１１｝＜０１１＞方位の極密度と同義である。
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【００７１】
　以上に示すように、高強度熱間プレス成形部材の成分、組織、および極密度を調整する
ことにより、部材の抗張積を２６０００（ＭＰａ・％）以上として、優れた延性、ひいて
は優れた耐疲労性及び耐久性を有する部材を実現することができる。また、上記調整によ
り、部材の圧延方向のｒ値及び部材の圧延直角方向のｒ値をいずれも０．８０以下とし、
かつ、部材の圧延方向の限界曲げ及び部材の圧延直角方向の限界曲げをいずれも２．０以
下として、優れた曲げ性を有する部材を実現することができる。
【００７２】
　なお、衝撃を受けた時には、ｒ値が低いほど板厚方向の変形が促進され、曲げ割れを防
ぐことができる。一般に、曲げの稜線方向に垂直な方向のｒ値が０．８０以下である場合
には、上記曲げ割れの防止効果が高いレベルで発揮される。本実施形態に係る高強度熱間
プレス成形部材では、圧延方向のｒ値及び圧延直角方向のｒ値の双方が０．８０以下であ
るので、衝突時に部材が大きな曲げ変形を受けても、部材は優れた曲げ性を発揮すること
ができる。
【００７３】
　＜高強度熱間プレス成形部材の製造方法＞
　次に、本実施形態に係る高強度熱間プレス成形部材の製造方法を詳細に説明する。この
高強度熱間プレス成形部材の製造方法は、上述した化学成分からなる冷延鋼板又は焼鈍鋼
板である熱間プレス用素板を、最高加熱温度がＡｃ３点以上に加熱する、加熱工程と、熱
間プレス用素板に熱間プレス成形を行うと同時に、（Ｍｓ点－２５０℃）以上Ｍｓ点以下
の温度範囲まで冷却する、熱間プレス成形・冷却工程と、を必須の工程として順次行う。
また、本実施形態の高強度熱間プレス成形部材の製造方法は、これらの工程とは別に、上
記熱間プレス成形・冷却工程の後、３００～５００℃の温度域に部材を再加熱し、次いで
再加熱温度域に部材を１０～１０００秒保持した後、部材を室温まで冷却する、再加熱工
程を任意選択的に行う。以下、各工程について説明する。なお、以下では、上記加熱工程
前に行われる、熱間プレス用素板の準備工程についても併せて言及する。
　本実施形態に係る部材の製造方法の説明において「加熱速度」及び「冷却速度」とは、
温度Ｔを時間ｔで微分して得られるｄＴ／ｄｔ（時刻ｔにおける瞬間速度）を意味する。
例えば、「Ａ℃からＢ℃までの温度範囲での加熱速度をＸ～Ｙ℃／秒にする」という記載
は、温度ＴがＡ℃からＢ℃まで変化する間のｄＴ／ｄｔが常にＸ～Ｙ℃／秒の範囲内であ
ることを意味する。
【００７４】
　（熱間プレス用素板の準備工程）
　本工程は、後述する加熱工程に供する熱間プレス用素板（冷延鋼板又は焼鈍鋼板）を得
る、準備工程である。鋳造に先行する各製造処理は、特に限定するものではない。即ち、
高炉、電炉等による溶製に引き続いて、各種の二次製錬を行ってもよい。鋳造したスラブ
は、一度低温まで冷却した後、再度加熱してから熱間圧延してもよいし、連続的に（即ち
、冷却及び再加熱を行わずに）熱延してもよい。熱間圧延では、９２０℃以下での温度領
域での総圧下率を２５％以上とすることが重要である。その理由は、以下の通りである。
（１）９２０℃超の温度領域における圧延は、圧延時または次の圧延までの空想時間中に
再結晶が進行するので、ひずみを鋼に蓄積させ難く、その結果、集合組織の形成に十分に
寄与しない可能性がある。
（２）９２０℃以下の温度領域における総圧下率が２５％未満である場合、圧延による結
晶回転効果が十分に得られないので、集合組織が十分に形成されない可能性が高い。
【００７５】
　これら理由により、９２０℃以下での温度領域における総圧下率を２５％以上とするこ
とが重要である。９２０℃以下での温度領域における総圧下率は、好ましくは３０％以上
、さらに望ましくは４０％以上である。一方、９２０℃以下での温度領域における総圧下
率の上限は、８０％とすることが望ましい。８０％超の圧下を施す事は、圧延ロールへの
荷重の増大を招き、圧延機の耐久性に影響するからである。なお、熱間プレス用素板の原
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料として、スクラップを使用することもできる。
【００７６】
　また、熱間圧延後の冷却条件として、本実施形態に係る部材の各効果（優れた延性及び
曲げ性）を奏するように、組織制御を行うための冷却パターンを採用することができる。
【００７７】
　巻取温度は、６５０℃以下とすることが好ましい。６５０℃を超える温度で熱延鋼板を
巻き取ると、熱延鋼板表面に形成される酸化物の厚さが過度に大きくなるので、酸洗性が
劣る。なお、巻取温度は、６００℃以下とすることがさらに好ましい。６００℃以下の温
度域では、ベイナイト変態が生じ易いからである。熱延板組織を主にベイナイトとするこ
とで、続く冷間圧延時の集合組織形成が十分に行われ、ひいては目的のｒ値を得易くなる
。
【００７８】
　巻取温度の下限値についても特に限定することなく本実施形態に係る部材の各効果（優
れた延性及び曲げ性）が発揮される。しかし、室温以下の温度で熱延鋼板を巻き取ること
は技術的に難しいので、室温が巻取温度の実質的な下限値となる。但し、巻取温度が３５
０℃未満では、熱延板組織において、硬質なマルテンサイトの割合が大きくなり、冷延が
難しくなるため、巻取温度は３５０℃以上とすることが好ましい。
【００７９】
　このようにして製造した熱延鋼板に、酸洗を施す。酸洗回数は特に規定されない。
【００８０】
　酸洗した熱延鋼板を、総圧下率５０～９０％で冷間圧延し、熱間プレス用素板とする。
本実施形態に係る高強度熱間プレス成形部材の圧延方向のｒ値及び圧延直角方向のｒ値を
いずれも０．８０以下とするためには、熱間プレス用素板の板厚１／４部での｛２１１｝
＜０１１＞方位の極密度が３．０以上である必要がある。熱間プレス用素板の板厚１／４
部での｛２１１｝＜０１１＞方位の極密度は、望ましくは４．０以上、さらに望ましくは
５．０以上である。冷間圧延の総圧下率が５０％未満である場合、熱間プレス用素板の板
厚１／４部での｛２１１｝＜０１１＞方位の極密度が３．０未満となるので、部材の集合
組織を上述の如く制御することができなくなり、目的のｒ値を確保することが困難である
。
　一方、冷間圧延の総圧下率が９０％を超えると、再結晶の駆動力が高くなり過ぎて、後
述する熱間プレスの加熱工程の際にフェライトが再結晶してしまう。後述する熱間プレス
の加熱工程では、熱間プレス用素板がＡｃ３点以上の温度まで加熱されるが、Ａｃ３点に
到達するまで熱間プレス用素板に未再結晶フェライトが残存していることが必要である。
冷間圧延の総圧下率が９０％を超える場合、この条件が達成されなくなる。また、上記総
圧下率が９０％を超えると、冷延荷重が大きくなり過ぎて冷延が困難となる。なお、冷間
圧延の総圧下率ｒは、冷間圧延の終了後の板厚ｈ１（ｍｍ）と、冷間圧延の開始前の板厚
ｈ２（ｍｍ）とを以下の式１に代入することにより求められる。
　ｒ＝（ｈ２－ｈ１）／ｈ２……（式１）
【００８１】
　以上の理由により、酸洗した熱延鋼板の冷間圧延の総圧下率は５０％以上９０％以下と
する。なお、冷間圧延の総圧下率の好適範囲は６０％以上８０％以下である。また、圧延
パスの回数、及び各パスの圧下率については特に限定するものではない。
【００８２】
　また、上記の冷間圧延によって得られる冷延鋼板に熱処理（焼鈍）を施して焼鈍鋼板と
したものを、熱間プレス用素板としてもよい。熱処理は特に限定されず、連続焼鈍ライン
を通板させる方法によって行われても、バッチ焼鈍で行われてもよい。熱処理の際、５０
０℃以上Ａｃ１点以下の温度範囲において加熱速度を１０℃／秒以上にする必要がある。
加熱速度が１０℃／秒未満である場合、最終的に得られる成形体の集合組織が好ましく制
御されなくなる。但し、鋼板のＴｉ含有量及びＮｂ含有量の合計が０．００５質量％以上
の場合は、５００℃以上Ａｃ１点以下の温度範囲での加熱速度が常に３℃／秒以上であれ
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ばよい。
【００８３】
　焼鈍温度はＡｃ１点以上Ａｃ３点以下とすることが好ましい。焼鈍温度がＡｃ１点未満
であると、フェライトの再結晶が進行してしまうからである。一方、焼鈍温度がＡｃ３点
を超えると、鋼板がオーステナイト単相組織となり、未再結晶フェライトを残存させるこ
とが難しい。いずれの場合においても、熱間プレスの加熱工程で、熱間プレス用素板がＡ
ｃ３点に到達するまで熱間プレス用素板に未再結晶フェライトを残存させることが困難に
なる。
【００８４】
　この温度域（Ａｃ１点以上Ａｃ３点以下）での焼鈍時間は特に限定しないが、焼鈍時間
が６００秒を超えると、コストの上昇を招くことから経済的に好ましくない。なお、焼鈍
時間とは、鋼板温度が最高到達温度（焼鈍温度）で等温保持される期間の長さである。こ
の期間において、鋼板は等温保持されてもよいし、又は最高加熱温度に到達した後、直ち
に、冷却されてもよい。
【００８５】
　焼鈍後の冷却では、冷却開始温度を７００℃以上とし、冷却終了温度を４００℃以下と
し、７００℃～４００℃の温度範囲における冷却速度を１０℃／秒以上とすることが好ま
しい。７００℃～４００℃の温度範囲における冷却速度が１０℃／秒未満であると、フェ
ライトの再結晶が進行してしまう。この場合、熱間プレスの加熱工程で、熱間プレス用素
板がＡｃ３点に到達するまで熱間プレス用素板に未再結晶フェライトを残存させることが
困難になる。
【００８６】
　（加熱工程）
　本工程は、上記準備工程を経て得られた冷延鋼板又は焼鈍鋼板である熱間プレス用素板
を、Ａｃ３点以上に加熱する工程である。熱間プレス用素板の最高加熱温度は、Ａｃ３点
以上とする。最高加熱温度がＡｃ３点未満であると、高強度熱間プレス成形部材に多量の
フェライトが生成するので、高強度熱間プレス成形部材の強度を確保することが難い。こ
のことから、Ａｃ３点を最高加熱温度の下限とする。一方、過度の高温加熱は、コストの
上昇を招くことから経済的に好ましくないばかりでなく、プレス金型の寿命を低下させる
等のトラブルを誘発することから、最高加熱温度はＡｃ３点＋５０℃以下とすることが好
ましい。
【００８７】
　最高加熱温度までの加熱において、５００℃～Ａｃ１点の温度域での加熱速度は１０℃
／秒以上とすることが好ましい。但し、熱間プレス素板のＴｉ含有量及びＮｂ含有量の合
計値が０．００５質量％以上の場合は、加熱速度を３℃／秒以上とすることができる。５
００℃～Ａｃ１点の温度域での加熱速度が１０℃／秒未満であると、加熱途中でフェライ
トの再結晶が起こり、Ａｃ３点に到達するまで未再結晶フェライトを残存させることが困
難である。また、加熱速度１０℃／秒以上で加熱することで、オーステナイト粒の粗大化
を抑制することができ、高強度熱間プレス成形部材の靭性及び耐遅れ破壊特性を改善する
ことができる。
【００８８】
　このように、５００℃～Ａｃ１点の温度域での加熱速度を増大させると、Ａｃ３点に到
達するまで未再結晶フェライトを残存させ、ひいては高強度熱間プレス成形部材の生産性
を向上させることができるが、５００℃～Ａｃ１点の温度域での加熱速度が３００℃／秒
を超えると、これらの効果が飽和状態となり、他に特段の効果も生じない。このため、加
熱速度の上限は３００℃／秒とすることが好ましい。
【００８９】
　なお、最高加熱温度での保持時間は特に限定しないが、炭化物を溶解させるために、保
持時間は２０秒以上とすることが好ましい。一方、目的のｒ値を得るために好ましい集合
組織を残存させるためには、保持時間を１００秒未満にすることが好ましい。
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【００９０】
　（熱間プレス工程）
　熱間プレス工程では、上記加熱工程を経た熱間プレス用素板に、熱間プレス成形手段（
例えば金型）を用いて熱間プレス成形を行うと同時に、熱間プレス成形手段に設けられた
冷却手段（例えば金型内の管路を流れる冷媒）等を用いて、（Ｍｓ点－２５０℃）以上Ｍ
ｓ点以下の温度範囲まで冷却する。熱間プレス成形については、公知のいかなる方法を用
いることもできる。
【００９１】
　熱間プレス工程では、部材を（Ｍｓ点－２５０℃）以上Ｍｓ点以下の温度範囲まで、冷
却速度０．５～２００℃／秒で冷却することで、マルテンサイトを生成させる。冷却停止
温度が（Ｍｓ点－２５０℃）未満ではマルテンサイトが過度に生成されて、高強度熱間プ
レス成形部材において延性及び曲げ性の確保が十分に達成されない。これに対し、冷却停
止温度がＭｓ点より高いと、マルテンサイトが十分に生成せず、高強度熱間プレス成形部
材において強度の確保が十分に達成されない。このため、冷却停止温度は（Ｍｓ点－２５
０℃）以上Ｍｓ点以下とする。雰囲気温度が低い場合は、冷却手段の動作を停止させても
部材の温度低下速度が０．５℃／秒以上となり、上述された冷却停止が達成されない。こ
の場合、加熱手段を適宜用いることにより、部材の温度低下速度を０．５℃／秒未満に抑
制して、上述の冷却停止を達成する必要がある。また、冷却停止温度を（Ｍｓ点－２２０
℃）以上（Ｍｓ点－５０℃）以下とした場合には、上記効果がそれぞれ高いレベルで奏さ
れるため、好ましい。
【００９２】
　最高加熱温度から冷却停止温度までの冷却速度は、特に限定しないが、０．５～２００
℃／秒とすることが好ましい。上記冷却速度が０．５℃／秒未満であると、冷却過程にお
いてオーステナイトがパーライト組織へと変態し、或いは、多量のフェライトが生成され
るため、強度を確保するのに十分なマルテンサイト及びベイナイトの体積率を確保するこ
とが困難となる。
【００９３】
　一方、冷却速度を増大しても、高強度熱間プレス成形部材の材質上なんら問題はないが
、過度に冷却速度を増大することは、製造コスト高を招くこととなるので、上記冷却速度
の上限は２００℃／秒とすることが好ましい。
【００９４】
　（再加熱工程）
　再加熱工程は、上記熱間プレス成形・冷却工程を経た部材を、３００～５００℃の温度
域に再加熱し、次いで部材を再加熱温度域に１０～１０００秒保持した後、部材を再加熱
温度域から室温まで冷却する工程である。当該再加熱は、通電加熱や誘導加熱を用いて行
うことができる。再加熱工程は、任意選択的な工程であり、再加熱工程における保持とは
、等温保持のみならず、上記温度域での徐冷や加熱も含む。従って、再加熱工程における
保持時間とは、部材が再加熱温度域内にある期間の長さを意味する。
【００９５】
　再加熱温度（保持温度）が３００℃未満では、ベイナイト変態に長時間を要するので、
優れた生産性を実現することができない。一方、再加熱温度（保持温度）が５００℃を超
えると、ベイナイト変態が起こりにくい。このため、再加熱温度は、３００℃～５００℃
とする。なお、再加熱温度の好適範囲は、３５０℃以上４５０℃以下である。
【００９６】
　また、保持時間が１０秒未満であると、ベイナイト変態の進行が十分でなく、曲げ性の
確保に十分なベイナイト、及び延性の確保に十分な残留オーステナイトが得られない。一
方、保持時間が１０００秒を超えると、残留オーステナイトの分解が起こり、延性確保に
有効な残留オーステナイトが得られず、生産性が低下する。このため、保持時間は、１０
秒以上１０００秒以下とする。なお、保持時間の好適範囲は、１００秒以上９００秒以下
である。



(18) JP 6103165 B1 2017.3.29

10

20

30

【００９７】
　さらに、保持後の冷却態様については、特に限定されることはなく、金型内で保持した
まま室温まで冷却すればよい。なお、本工程は任意選択的な工程であるため、本工程を採
用しない場合には、上記熱間プレス成形工程終了後、プレス金型から部材を取り出し、３
００～５００℃に加熱された炉に装入してもよい。なお、これらの熱履歴を満足していれ
ば、鋼板はいかなる設備で熱処理を施されても構わない。
【００９８】
　以上に示す、本実施形態の高強度熱間プレス成形部材の製造方法は、通常の製鉄におけ
る、精錬、製鋼、鋳造、熱延、冷延の各工程を経ることを原則とするが、上述した各工程
の条件を満足すれば、適宜設計変更しても、本実施形態に係る高強度熱間プレス成形部材
の効果を得ることができる。
【実施例】
【００９９】
　以下、本発明の効果を発明例により具体的に説明する。なお、本発明は、以下の発明例
で用いた条件に限定されるものではない。
【０１００】
　表１に示す化学組成の鋳片Ａ～Ｒおよびａ～ｄに、表２－１～３－３に示す諸条件で、
本発明の熱間プレス用素板の製造工程、加熱工程、及び熱間プレス成形工程、冷却工程、
および再加熱工程を模擬した工程を順次行って鋼板Ａ１～ｄ１を製造し、その後、鋼板を
室温まで冷却した。各試験例で得られた鋼板Ａ１～ｄ１には、金型による熱間プレスは施
されていない。しかしながら、得られた鋼板の機械的性質は、同じ熱履歴を有する熱間プ
レス成形部材の未加工部と実質的に同一である。従って、得られた鋼板Ａ１～ｄ１を評価
することにより、本発明である熱間プレス成形部材の効果を確認することができる。
【０１０１】
　ここで、表１における鋼種Ａ～Ｒは、本発明で規定する成分の鋼種であり、鋼種ａ～ｄ
は、Ｃ、Ｓｉ及びＭｎの少なくともいずれかの含有量が本発明の範囲外の鋼種である。ま
た、表２－１等に記載の試験記号に含まれるアルファベットは、表１に記載の鋼種に対応
する。各試験例を区別するために、アルファベットに添え数字を付している。例えば、表
２－１中の、試験記号Ｄ１～Ｄ１８の化学成分は表１の鋼種Ｄの化学成分である。さらに
、表１、及び表２－１～３－３において、下線を付した数値は、本発明の規定範囲外の数
値である。なお、Ｄ７、Ｄ１３、Ｈ６、Ｋ１２、Ｌ６、Ｌ１２、Ｌ１３の「３００～５０
０℃での保持時間」は、「３００～５００℃での保持温度（℃）」のとして記載されてい
る再加熱温度における等温保持時間であり、それ以外の実施例の「３００～５００℃での
保持時間」は、鋼板温度が３００～５００℃の範囲内にあった時間である。
【０１０２】
　また、各試験例のＡｃ３点及びＭｓ点は、熱延・冷延を行った熱間プレス用素板を、予
め実験室で測定して得られた値である。そして、このように得られたＡｃ３点及びＭｓ点
を用いて、焼鈍温度及び冷却温度を設定した。
【０１０３】
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【表１】

【０１０４】
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【表２－１】

【０１０５】
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【表２－２】

【０１０６】
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【表２－３】

【０１０７】
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【表３－１】

【０１０８】
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【表３－２】

【０１０９】
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【表３－３】

【０１１０】
　次いで、各鋼板Ａ１～ｄ１のミクロ組織の同定および集合組織の分析を上述の方法によ
り行った。次いで、各鋼板Ａ１～ｄ１の機械的性質を以下の方法により調査した。
【０１１１】
　引張強さＴＳ（ＭＰａ）及び破断伸びＥｌ（％）は、引張試験によって測定された。引
張試験片は、１．２ｍｍ厚の板から圧延直角方向採取されたＪＩＳ５号試験片とした。引
張強さが１２００ＭＰａ以上である試料は、引張強さが良好な試料と判断した。
【０１１２】
　圧延方向のｒ値及び圧延垂直方向のｒ値、並びに、圧延方向の限界曲げ（Ｒ／ｔ）及び
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圧延垂直方向の限界曲げ（Ｒ／ｔ）は、曲げ試験によって測定された。具体的な手段は以
下の通りとした。
【０１１３】
　ｒ値は、ＪＩＳＺ２２０１に準拠した試験片を採取し、ＪＩＳＺ２２５４の規定に準拠
した試験により求められた。圧延方向のｒ値は、圧延方向を長手方向とした試験片によっ
て測定され、圧延直角方向のｒ値は、圧延直角方向を長手方向とした試験片によって測定
された。
【０１１４】
　限界曲げＲ／ｔは、ＪＩＳＺ２２０４に規定されている１号試験片をに、ＪＩＳＺ２２
４８に規定されているＶブロック法に準拠した試験を行うことにより求めた。圧延方向の
限界曲げは、曲げ稜線が圧延方向となるように採取された試験片によって測定され、圧延
直角方向の限界曲げは、曲げ稜線が圧延直角方向となるように採取された試験片によって
測定された。なお、試験では、曲率半径Ｒが異なる複数の押金具を用いて曲げを繰り返し
、曲げ試験後に曲げ部の割れを光学顕微鏡又はＳＥＭで判定して、割れが発生しない限界
曲げＲ／ｔ（Ｒ：試験片の曲げ半径（即ち押金具の曲率半径）、ｔ：試験片の板厚）を算
出して評価した。
【０１１５】
　組織の同定等及び各性能についての結果を表４－１～表５－３に示す。なお、表４－１
～表４－３における下線を付した数値は、本発明の範囲外の数値である。また、表４－１
～表５－３中、ｔＭ（％）はミクロ組織中の焼戻しマルテンサイトの体積分率、Ｂ（％）
はミクロ組織中のベイナイトの体積分率、γＲ（％）はミクロ組織中の残留オーステナイ
トの体積分率、Ｆ（％）はミクロ組織中のフェライトの体積分率、ＴＳ（ＭＰａ）は引張
強さ、Ｅｌ（％）は破断伸び、そしてＴＳ×Ｅｌは抗張積をそれぞれ意味する。
【０１１６】
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【表４－１】

【０１１７】
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【表４－２】

【０１１８】
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【表４－３】

【０１１９】
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【表５－１】

【０１２０】
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【表５－２】

【０１２１】
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【表５－３】

【０１２２】
　表５－１～表５－３に示すように、特に鋼の組成、組織、および集合組織について改良
を行っている各発明例については、引張強さが１２００ＭＰａ以上であり、抗張積が２６
０００（ＭＰａ・％）以上であるとともに、圧延方向のｒ値及び圧延直角方向のｒ値がい
ずれも０．８０以下であり、かつ、圧延方向の限界曲げ及び圧延直角方向の限界曲げがい
ずれも２．０以下であることが判る。従って、各発明例は、いずれも、高強度且つ延性及
び曲げ性に優れているといえる。
【０１２３】
　これに対し、表５－１～表５－３に示すように、鋼の組成、組織、及び集合組織につい
て、本発明の範囲の改良を行っていない各従来例については、抗張積、圧延方向のｒ値及
び圧延直角方向のｒ値、圧延方向の限界曲げ及び圧延直角方向の限界曲げ、の少なくとも
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【産業上の利用可能性】
【０１２４】
　本発明によれば、高強度熱間プレス成形部材について、延性及び曲げ性がいずれも高い
レベルで発揮される。従って、本発明は、特に、自動車用の構造用部材の分野において有
用である。
【要約】
　本発明の一態様に係る熱間プレス成形部材は、所定の化学成分を有し、板厚１／４部に
おけるミクロ組織が、単位体積％で、焼戻しマルテンサイト：２０～９０％、ベイナイト
：５～７５％、及び残留オーステナイト：５～２５％を含み、且つフェライトが１０％以
下に制限され、板厚１／４部における｛２１１｝＜０１１＞方位の極密度が３．０以上で
ある。

【図１】
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